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木曽川水系河川整備計画策定の進め方
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木曽川水系河川整備計画策定の進め方(概念的フロー図)

木曽川水系行政会議
（関係自治体）

木曽川水系識者から
勉強する会

（学識経験者）

整
備
計
画

策
定

＜河川法第16条の2第4項＞

・公聴会
・縦覧
・ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸｺﾒﾝﾄ(ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ) etc

ステージⅠ ステージⅡ ステージⅢ

ふれあい懇談会
※29会場で開催(沿川29市町)

ふれあい懇談会
9月15日開催

(岐阜市,大垣市,美濃加茂市 名古屋市,一宮市,桑名市)

10月20日開催
(岐阜市、一宮市、桑名市)

整備計画
（原案）

整備計画
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】
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整備計画
（案）

<河川法第16
条の2第5項>
県知事

意見聴取

【住

民
】

【学
識
経
験
者
】

【行

政
】

情報共有

【関係住民の意見を反映
させるために必要な措置】

【河川に関し学識経験を
有する者の意見聴取】

【関係知事の
意見聴取】

河川管理者が、住民・学識経験者・行政からそれぞれ意見を聴取し、情報共有を図る

＜河川法第16条の2第3項＞木曽川水系流域委員会
（学識経験者）

木曽三川整備計画策定説明会

（関係自治体）
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平成９年河川法改正(河川整備基本方針等策定の流れ)

○地域の意見を反映した河川整備の計画制度を導入
○長期目標の基本方針と、20～30年間の整備計画の2本立てに変更
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河川整備基本方針及び河川整備計画の概要

・学識経験を有する者の意見を聴く
・関係住民の意見を反映させるために

必要な措置を講じる
・関係都道府県知事又は関係市町村長

の意見を聴く

・社会資本整備審議会の意見を聴く
計画策定
の手続き

○河川の整備の実施に関する事項
・河川工事の目的、種類及び施行の

場所並びに当該河川工事の施行に
より設置される河川管理施設の機
能の概要

・河川の維持の目的、種類及び施行
の場所

○河川の整備の基本となるべき事項
・基本高水並びにその河道及び

洪水調節ダムへの配分
・計画高水流量
・計画高水位及び計画横断形に

係る川幅
・流水の正常な機能を維持する

ため必要な流量

○河川整備計画の目標
○河川の総合的な保全と利用に

関する基本方針記載事項

河川整備基本方針に沿って計画的に
河川の整備を実施すべき区間について
当該河川の整備に関する計画

河川の整備についての基本となるべ
き方針

内 容

河川整備計画河川整備基本方針
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今後の進め方（案）

流域
委員会

ふれあい
懇談会

第６回
H19.9.10

第７回
H19.10．９

第８回 第９回

第２回
H19.9.15

第３回 第４回

たたき台（骨子）

大規模事業
集中審議

たたき台（素案）

大規模事業
集中審議
原案（案） 原案※２

たたき台（骨子） たたき台（素案） 原案（案）※1

※１ 場合により、整備計画（原案）となって、公聴会と兼ねることもあります。

※２ 場合により、整備計画（案）となることがあります。




